
『宮崎市自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動の活性化に関する条例』の概要

１．条例制定の背景、趣旨 (前文)
【背景】

・地域住民により組織された『自治会』が、住民生活に最も身近で地域に密着した活動に取

り組んできた。

・地域自治区制度のもとで、『地域まちづくり推進委員会』が、それぞれの地域の特色を生

かしながら、地域課題の解決に向けた活動に取り組んできた。

・両者は、本市における住民主体のまちづくり、地域社会の振興に大きく寄与してきた。

【課題】

・地域に対する住民の関心、住民相互のつながりが希薄化し、地域の活動に参加する住民が

減少している。

【趣旨】

・住民相互の交流を促進しながら地域の連帯感を醸成し、住民が主体となって良好な地域社

会を守り育てていくためには、市民、事業者及び市が連携して『自治会』及び『地域まち

づくり推進委員会』の活動の活性化を推進していく必要がある。

・『自治会』及び『地域まちづくり推進委員会』の活動について、基本理念並びに市民、自

治会、地域まちづくり推進委員会、事業者及び市の役割を定め、その活性化を推進するた

め、この条例を制定する。

３．自治会及び地域まちづくり推進委員会の活動を活性化していく上での役割

～ （通称）きずな社会づくり条例 ～

２．基本理念 (第 2条) ※第１条は定義規定

(１)支え合い及び助け合いの精神に基づいて地域住民相互のつながりを強化すること。
(２)地域住民の価値観及び自主性を尊重すること。
(３)市民、自治会、地域まちづくり推進委員会、事業者及び市は、それぞれの役割を認識し、
相互の理解及び連携の下に協働すること。


